
第12回宇宙開発委員会（定例会議），

議　事　次　第

1．日　時 平成10年3月11日（水）

14：00～

2．場　所 委員会会議室

●3・議題 （1）議事要旨の確認について

（2）宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損害に対

　　する賠償措置について

4．資　料 委12－1－1

委12－1－2

委12－2

第10回宇宙開発委員会（定例会議）議事要旨（案）

第11回宇宙開発委員会（定例会議）議事要旨（案）
宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損

害に対する賠償措置について



委・1；2両1・一1’

卸回：灘難蒐藁岬蜘

．L日時

2．場所

3．丁田

4．資料

平成16年合月．4日．（水）

14：00～15：45

委員会会議室

（D．逼信㌍送技術衛星「々、1ナはし」

　　計画及び実験計画について

（2＞前回議事要旨の確認について

委10二臼

委10－1」2

委10－2

（CO・METS）の軌道変更

通信放送技術衛星「かけはし」．を利用した通信・放iき

実験について

通信放送技術衛星「かけはし」　（COMETS）の軌

道変更計画及び実験計画について

第9回宇宙開発委員会（臨時会議）議事要旨（案）

5．出席者

　　　宇宙開発委員会委員長代理

　　　宇宙開発委員会委員

　　　　　　，，

　　　　　　，，

有識者

　東京大学名誉教授

　文部省宇宙科学研究所教授

　東京大学先端科学技術研究センター助教授

関係省庁

　通商産業省機械情報産業局次長

　郵政大臣官房技術総括審議官
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河野博文（代理）
甕　　昭男（〃）
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◎

事務局・∴・

　科学技術庁研究開発局長．

　科学技術庁長官官房審議官

　科學技術庁研廃開発局宇宙政策課長

　
　
他
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青
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6．議事’

　（D通信放送技術衛星「かけはし〕　（COMETS）の軌道変更計画及び実験

　　　計画について

た脚乱言義を綱r当た帽議lr振る有隔心噺飾

　　　続いて、．郵政省通信政策局宇宙通信政策課・．松本課豪より、．登料i琴1q71－1・．

　　に基づき、「かけはし」．におけ二る通信’：放送実験に？いて、’またく宇宙開発

　　事業団軌道上技術開発システム本部衛星システム技術部　二河部長より、資

　　料委10－1二2に基づき、「かけはし」の軌道変更計画及び実験計画についで説

　　明があった。’

　　　これに関し、委員より、軌道変更手順はどのようにならているのか、南半

　　球側でも衛星の見える適地に日本から地球局を持ち込んで共同実験を行うこ

　　とは可能か、太陽電池パドルの展開・収納をカメラで確認することはできる

　　か、8回の軌道変更作業のうち、2回目と3回目が1ヶ月半空くのはなぜか

　　との質問があった。

　　　これに対し、宇宙開発事業団より、軌道変更作業は、日本と他の海外支援

　　局からの管制により行なわれ、1回の軌道変更作業は4周回のうちに行うこ

　　と、アポジ噴射はコマンドにより開始され、その後場合により日陰に入りタ

　　イマーにより終了するシステムとなっていること、軌道変更作業の度にカメ

　　うでパドルの様子を確認すること、軌道変更の時期は夏に遠地点が通信実験

　　に最適の位置となるよう計画されていることとの回答があった。また、郵政

　　省より、実験は基本的には日本のみで行うが、適地への地球局持ち込みによ

　　る共同実験についても検討したい旨の回答があった。

　　　また、有識者より、軌道変更のための運営時の海外支援局との連携は十分

　　か、通信実験の見直しに伴う国内外の関係機関との周波数の調整は実験まで

　　に間に合うのか、軌道の遠地点側と近地点側では衛星の姿勢制御方法が異な

　　るが、切り替えはどのように行うのか、軌道変更に予定外の事態が生じた場

　　合はどうするのか、パドルの収納・展開に問題はないか、軌道変更作業のリ

　　ハーサルは行っているのか、1Nスラスタバルブが万が一故障して閉まらな
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●

陽合・・自動的に停止可有1か・イ可を持つ1て蝉罎軸ると糊マるのか・

との質問があづた』

tれに対し・宇宙麟事業団より・軌道琴更φた⑳運騰・打上げ時にゴ．

組織した追跡管制隊で行い・海外享援局燭ヨ本との間でリ’アルタイムにゴマ・

’ンド及びデータを中継するだけであり・コマンド送信に係る享援局の作業は’1．

人搬在し勧ので問題はない拷えていること・蝉制御方法鯛り極
’については1できるだけ自動運用とするため、現在シミミレー・ションを行・っ・

ていうところであるとともに、切り替え時に異常が生じた場合を想定し、．コ，

マン．ドによる運犀ができるようなシ不テ4を検討中であう；とく，’囲障変更苛

画は、毎回のナポジ噴射毎仁衛星の状悪を確認し、軌道変更計画を見直すこ

ζ・ぐパドル1ま十分な地上試騨を行い、SFUと〔みどり」の不具合牽厚映し・、

・て駐るが・収納・展明の多用についで問題ないという保証ほな野こと・’軌道

変更作業の1回目のリハーサルは現在実施しており、3月5日朝までに終了．

する予定であること、スラスタに異常が生じたら甘動的に冗長系に切り替わ．・

る設計になっているとともに、コマンドによる制御も可能であること1姿勢

異常は、3軸制御時にはジャイロにより姿勢状態が制御され自動に太陽補足

モードで、衛星が回転している時は地上からコマンドで修正することとの回

答があった。また、郵政省より、周波数については可能な限り通信・放送実

験が行えるよう国際的にも調整中であり、間に合う見込みであることとの回

答があった。

　また、事務局より、軌道変更作業の手順に誤り及び見落としがないとどの

様に確認できるのかとの質問があった。

　これに対し、宇宙開発事業団より、姿勢制御については、シミュレーショ

ンで確認可能だが、アポジ噴射については手順はドライランで確認できるが、

噴射の結果どうなるかの予測は不可能であるとの回答があった。

　さらに、有識者から宇宙開発事業団に対し、本日実施予定の第1回りハー

サルの結果及び分かりやすく図示された軌道変更作業手順を次回報告するよ

　うにとの発言があった。

（2）前回議事要旨の確認について

　　第9回宇宙開発委員会（定例会議）議事要旨（案）　（資料委10－2）が確

　認された。

以上
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委12一一1－2

1．日時

2．場所

3．議題

4．資料

　第11回宇宙開発委員会（臨時会議）

　　　　　　議事要旨（案）

平成10年3月6日（金）

17＝00～18＝00

委員会会議室

（1）通信放送技術衛星「かけはし」の軌道変更計画及び実験計画

　　について

（2）H－llロケット5号機打上げ失敗に係る原因究明の状況につ

　　いて

（3）その他

心11－H

委11－1－2

委11－1－3

委11－2－1

委11－2－2

通信放送技術衛星「かけはし」　（COMETS）の軌

道変更計画及び実験計画について（概要）

通信放送技術衛星「かけはし」　（COMETS）の軌

道変更計画及び実験計画について

通信放送技術衛星「かけはし」　（COMETS）の軌

道変更計画及び実験計画について　補足資料

H－Ilロケット5号機による通信放送技術衛星（CO

METS）の軌道投入失敗の原因究明及び今後の対策

について（概要版）

H－llロケット5号機による通信放送技術衛星（CO

METS）の軌道投入失敗の原因究明及び今後の対策

について（その1）

5．出席者

　　　宇宙開発委員会委員長

　　　宇宙開発委員会委員長代理

　　　宇宙開発委員会委員

　　　　　　，，
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　　　’，

宇宙開発委員会技術評価部会長

秋　葉　岱二郎

井　口　雅　一

有識者

　東京大学名誉教授

　文部省宇宙科学研究所教授

斎　藤　成　文

上　杉　邦　憲

関係省庁

　通商産業省機械情報産業局次長

　郵政大臣官房技術総括審議官

河野博文（代理）
甕　　　昭　男

事務局

　科学技術庁研究開発局長

　科学技術庁長官官房審議官

　科学技術庁研究開発局宇宙政策課長

　
　
他

茂
司
貢

　
健
江
熊
華

甲
大
千

6．議題

　（1）通信放送技術衛星「かけはし」の軌道変更計画及び実験計画について

　　　本議題の審議を始めるに当たり、審議に参加する有識者2名の紹介があっ

　　た。

　　　続いて、宇宙開発事業団　吉村理事より、資料委1H－1、委11－1－2、委11

　　－1－3に基づき、通信放送技術衛星「かけはし」の軌道変更計画及び実験計画

　　に処・て説明があ量、＿さ＝らに、＿甕郵政大臣一官房技術総．括審議一官．よ一り、検討さ一一一一

れた軌道変更計画は、実験を行うための条件が反映されていると評価してい

ること、軌道変更が成功するよう宇宙開発事業団における最大限の努力を期

待するとともに、本委員会において十二分に審議いただきたい旨の発言があ

った。

　これに関し、委員長より、軌道変更を行わない現状では実験は不可能であ

り、最大限の実験を行える軌道に変更することが必要であると理解したが、

その際、アポジエンジンの8回の噴射、太陽電池パドルの8回の収納・展開、

海外の複数の地上局との連携等、相当のリスクを伴うと思うが、目的の軌道

に投入できる確率はどの程度かとの質問があった。

　これに対し、宇宙開発事業団より、軌道変更については、噴射毎に誤差を

確認して、次回の噴射で誤差を吸収するという方法をとること、パドルの収

納・展開については、大きな熱ひずみを受けることとなるが、慎重に行えば
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／■

収納・展開を多用する難点は克服できる見込みであること、海外局との連携

については、技術試験衛星VII型の打上げ時に協力関係が確立しているので、

必要な調整を行えば問題ないと考えていること、所定の軌道に投入する確率

を数値で表すことはできないが、1つずつ注意深く実施すれば達成可能であ

ると考えているとの回答があった。

　また、委員より、変更後の軌道で通信・放送実験は当初予定のうち、どの

程度が実施可能か、一部の実験が実施不可能となったことによる郵政省の通

信政策への影響はどの程度かとの質問があり、郵政省より、「かけはし」は

静止軌道による移動通信、高度衛星放送の実用に向けての実験を行うもので

ある、静止軌道ではない軌道で、どの実験が可能か、それぞれの実験のどの

程度までが可能かを洗い出し、影響を詳細に詰めた上でこれを補完するため

の対策を考えるとの回答があった。

　また、有識者より、今回の軌道変更に際して起こりうる不具合を、どの程

度考慮してリハーサルを行っているのかとの質問があり、宇宙開発事業団よ

り、これまでの「かけはし」の計画を全て変更する必要があったため、それ

に集中していたことから、軌道変更りハーサルの検討は不十分であり、ご指

摘の趣旨に沿って想定される全ての不具合を洗い出し、手順を詰めた上で十

分にリハーサルを行うとの回答があった。

　以上の質疑応答の後、「かけはし」の軌道変更計画等が了承された。

　続いて、委員長より、宇宙開発事業団に対し、困難な軌道変更作業につい

ては万全を期して遂行して欲しい旨の発言があり、宇宙開発事業団　内田理

事長．よ一り一、［かけは一］の軌一道変更は．一郵政省、通信総合研．究所モC■Rtう

等関係機関の意見を踏まえ、少しでも多くの実験が行えるよう計画、実施す

るものであること、今回の了承を受けて慎重にかつ万全を期して作業を行う

旨回答があった。

　続いて、CRL　古濱所長より、変更後の軌道において最大限の成果が得

られるよう、総力を上げて取り組むこと、実験関係者相互の連絡調整が円滑

に行われるよう、宇宙開発事業団の協力を期待する旨の発言があった。

（2）H－llロケット5号機打上げ失敗に係る原因究明の状況について

　　宇宙開発委員会技術評価部会　井口部会長より、H－llロケット5号機打

　上げ失敗の原因究明に係る技術評価部会の審議状況等について説明があると

　ともに、宇宙開発事業団　十二理事より、資料委11－2－1、委11－2－2に基づき、

　補足説明があった。
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　これに関し、委員より、原因究明に当たっては先入観を排除し、疑わしい

部分を全て調査して欲しいとの発言とともに、昨年のLE－5Bエンジンの

燃焼試験時の事故との比較は行ったかとの質問があった。

　これに対し、宇宙開発事業団より、昨年のLE－5Bでは点火器の辺りか

ら燃焼ガスが漏洩したことはほぼ間違いないこと、LE－5AエンジンとL

E－5Bエンジンは構i造が異なり、LE－5Bの不具合と同じ現象が今回の

LE－5Aで生じた可能性は極めて小さいが、先入観を排除して調査すると

の回答があった。

　また、委員長より、現段階での原因究明はまだ一次推論の段階であり、宇

宙開発事業団及び技術評価部会においては引き続き詳細な原因究明を行って

欲しいとの発言があった。

（3）その他

　　委員長より、宇宙開発技術は開発途上の技術であって、その間に不具合が

　生じる可能性を内包しており、最近の一連の事故にもそれぞれの原因があろ

　うが、何か共通的な要因が存在する可能性もあるのではないか、宇宙開発委

　員会においても、宇宙開発事業団の開発体制や技術基盤力の強化等について

　議論する必要があるのではないかとの発言があった。

　　また、委員、有識者等より、以下のような発言があった。

　　・実績のあるLE－5エンジンに不具合が生じたことは、信頼性確保とコ

　　　ストダウンの両立が一般的に難しく、これからH－IlAロケットの開発

　　　でその両立を目指す上での警鐘であり、これまでの不具合の経験を全て

　　　もう一度洗い出す必要があると考える。

　　・宇宙技術は地上技術より1桁上の信頼性に基づく品質管理が必要であり、

　　　一品生産で代替ができないので開発を慎重に行う必要がある。

　　・最近続いている宇宙開発の一連の事故は、地上試験により十分防ぎうる

　　　ものが多く、今回もその可能性はなかったか。1つの大事故の背後には

　　　いろいろな小さな事故があるという認識のもと、今後の開発はさらに気

　　　を引き締めて行って欲しい。

　　最後に、委員長より、このような問題はすぐに結論が出るものではなく、

　まずは原因究明を着実に行うようお願いしたい、今後、委員の方々の意見も

　承りつつ問題点を掘り下げていきたいとの発言があった。

以上
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委12－2

宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打上げによる損害に対する賠償措置について

日
庁
省
省

1
剛
術
鯛
技
輸
政

－o

w
成
平
科
運
郵

1　H－HAロケットの開発

（1）我が国は、宇宙活動の自在性を確保するため、宇宙開発事業団（以下「事

　業団」という。）において、国主導のロケット開発を推進してきたところ。

（2）事業団は、平成5年に打上げを開始したH－Hロケットの後継機として、

　今後の国際宇宙ステーションへの物資補給、人工衛星の打上げ等各般の宇宙

　活動を低廉かっ効率的に展開できるよう、多様化する輸送需要に柔軟に対応

　するとともに、大幅に打上げコストを低減することを目的としてH－HAロ

　ケットの開発を進めているところ。

（3）なお、今般のH－Hロケット5号機の打上げ失敗に関しては宇宙開発委員

　会において原因究明及び今後の対策にっき調査審議が進められているところ

　であり、その結果を今後のH－Hロケット、さらにH－HAロケットの開発

　に反映させていくこととしている。

（4）既に民間からの委託に応じたH－HAロケットによる外国の人工衛星の打

　上げが予定されているなど、H－HAロケットの開発により、我が国のロケ

　ットが国際的にも利用され得る段階に到達することとなる。

（5）事業団は、その開発・整備に係る人工衛星等の打上げ能力を国全体のイン

　フラとして有効に活用しっっ、受託打上げ業務を通じ、H－HAロケットで

　の打上げ需要に応じていくことが可能。
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（6）我が国としても、その開発に国の技術力を結集し、長期間にわたり国費を

　投入したH－HAロケットについて、開発成果の社会への還元の観点からも、

　内外の打上げ需要に応えていくことが重要。

2　第三者損害賠償措置の必要性

（1）今後、国際宇宙ステーション計画の本格化に伴う物資補給機の打上げの開

　始、H－HAロケットによる受託打上げ等、　H－HAロケットの打上げの大

　幅な増加が見込まれる。

（2）人工衛星等の打上げにおいては、宇宙開発委員会において打上げ前に事業

　団の打上げに係る安全対策の妥当性が確認されており、万が一正常飛行がで

　きなくなった場合には、事業団においてbケットの推力停止や指令破壊等を

　行い地上に損害を生じないように措置が講じられることとなっており、実際

　に第三者に損害を生じる可能性は極めて低いと考えられる。

（3）しかし、今後のH－HAロケットの打上げの大幅な増加を踏まえ、これに

　的確に応えていくには、万が一第三者に損害が発生した場合に備えた賠償の

　ための仕組みをあらかじめ整備し、被害者保護と打上げの円滑な推進の両立

　を図ることが必要。

（4）欧米では、民間保険市場の成熟度を踏まえ、民間衛星打上げによる第三者

　損害が万が一発生した場合に備え、責任保険の付保及び保険を超える損害が

　発生した場合には公的主体が賠償する仕組みを整備し、被害者保護と打上げ

　の推進を図っているところ。

（5）我が国においても、万が一の場合の第三者損害賠償に関し、国際水準の措

　置を講ずることにより、損害賠償の迅速かっ円滑な処理を図り、被害者保護

　と打上げ業務の円滑な推進に資することが必要不可欠である。

　　このため、次の2点の措置を講ずることを検討する必要がある。

　①事業団の打上げ全般に関し、責任保険の付保の義務付けを行い、迅速かっ

　　確実な被害者救済を図る。

　②事業団の受託打上げにおいて、事業団に対する実質的な責任集中を行い、

　　打上げ委託者等の関係者の負担軽減と迅速かつ円滑な損害賠償処理を図る。
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名　・・ 長征2号 プロトン H－11 H－IA デルタ皿 アトラス1【AS アリアンW　　　アリアンV

国名 中国 ロシア 日本 米国 欧州

LEO打上1
¥力（t） 8．8

一
10．0 10．0 8．4 8．6 9．6 18．0

GTO打上げ
¥力（t） 3．4 4．8 4．0 4．0 3：8 3．8 4．5 6．8

打上げコスト
i億円） 48～60 43～67 170～190 75～85 90 112～129 108～132 92～132

LEO：氏　　　　　　　　　　　GTO：n　トランスファー
．静止軌道打上げ能力は静止トランズラデ÷軌道打上げ能ガφ約与5％。
（円ドル換算レート：120円／ドル）

（宇宙開発事業団調べ）

　1998年1月26日現在



米欧における打上げに伴う第三者損害賠償措置の概要

●

●

米（民間企業） 米（NASA） 欧

打上げ形態 軍の打上げ施設を

ﾘりて、民間打上

ｰ会社が打上げ

NASAが打上げ アリアンスペース社

ﾌ委託に応じて、仏

送ｧ宇宙研究セ：ジタ

[が打上げ

第三者損害

?梠[置

・民間打上げ会社が

ﾛ険付保

i国が指定する保険）

E保険を越える場合、

ﾄ政府による賠償

x払
i15億ドルを限度）

・スペースシャトル利

p者等が保険付保

iNASAが指定する

z）

E保険を越える場合、

mASAが賠償支払

i予備費自門は新規

¥算）．

・アリアンスペース社

ｪ保険付保

i仏政府から求償に

桙ｶ支払）

E仏政府が賠償支払

i4億フランを限度に

Aリアンスペース社

ﾉ求償）
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宇宙開発事業団の受託打上げで想定される主な形態

宇宙開発事業団
受託キ

　　　　打上げ者

宇宙開発事業団の安全管理下で打上げ

衛星顧客

上げ契約

契約

衛星顧客

契約

打上げ委託者

ロケットメーカー


